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公立美術館共同巡回展開催助成事業（2か年プログラム）のながれ 

 

《２年度前》 

1. 地域創造レター及びホームページで申請事業募集を告知します（6 月末）。 

2. 3 館以上の公立美術館の共同巡回展について、代表となる館が取りまとめて、準備年度実施申

請書を地域創造へ提出してください（11月末締め切り）。 

3. 審査の後、各参加館及び設置自治体の首長に対して準備年度の内定を通知します。 
 

《１年度前（準備年度）》 

4. 地域創造より、各参加館及び設置自治体の首長に対して準備年度の助成決定を通知します。 

5. 参加館は共同巡回展実行委員会を設立します。 

6. 共同巡回展実行委員会は、学芸担当者会議等を開催して、共同巡回展の実施に向けての準備を

進めてください。 

7. 共同巡回展実行委員会から地域創造へ、開催年度実施申請書を提出してください（11 月末締め

切り）。 

 

8. 審査の後、地域創造から共同巡回展実行委員会に対して、開催年度の助成内定を通知します。 

9. 共同巡回展実行委員会から地域創造へ、準備年度の実績報告書を提出してください。 

10. 地域創造は準備年度助成金額を確定し、共同巡回展実行委員会に対して準備年度助成金を交付

します。 

 

《開催年度》 

11. 地域創造から共同巡回展実行委員会及び美術館設置自治体の首長に対して、開催年度の助成決

定を通知します。 

12. 必要に応じて、共同巡回展実行委員会から地域創造へ、開催年度助成金前金払請求書を提出し

てください。 

13. 共同巡回展を開催し、地域交流プログラムを実施します。 

14. 共同巡回展実行委員会は事業完了後、決算、会計監査等を行ってください。 

15. 共同巡回展実行委員会から地域創造へ、開催年度の実績報告書を提出してください。 

16. 地域創造は助成金額を確定し、共同巡回展実行委員会に対して開催年度助成金を交付します。 

17. 共同巡回展実行委員会は、各参加館へ助成金を分配してください。 

18. 共同巡回展実行委員会を解散してください。 
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参考：令和６・７年度事業の流れ（イメージ） 
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